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雇用保険の高年齢被保険者の特例と

は？ 

 

雇用保険法等の一部を改正する法律（令和２

年法律第 14号）により、高年齢被保険者の特

例に関する規定が令和４年１月１日から施行さ

れます。それに伴い、令和３年７月 21日に、「雇

用保険法施行規則の一部を改正する省令（令

和３年厚生労働省令第 125号）」が公布されま

した。以下で、高年齢被保険者の特例の概要に

ついて紹介いたします。 

 

◆現行制度 

雇用保険法（昭和 49年法律第 116号）６条１

項１号において「１週間の所定労働時間が 20時

間未満である者」については、雇用保険法の適

用除外となっています（１事業所で週所定労働

時間が 20時間以上の者は適用）。複数の事業

所で就労する場合は、それぞれの事業所ごとに

適用要件を判断、労働時間は合算しません。 

 

◆高年齢被保険者の特例とは 

令和４年１月１日より、複数の事業主に雇用さ

れる 65 歳以上の労働者について、本人の申

出を起点に、２つの事業所の労働時間を合算し

て、「週の所定労働時間が 20時間以上である」

ことを基準として雇用保険が適用されることにな

ります。 

 

◆制度の対象者（高年齢被保険者）となるため

の要件 

要件は次のとおりです（雇用保険法 37 条の

５第１項各号）。 

① ２つ以上の事業主の適用事業に雇用される

65歳以上の者 

② 上記①のそれぞれ１つの事業主の適用事業

における１週間の所定労働時間が 20時間未

満 

③ 上記①のうち２つの事業主の適用事業（申

出を行う労働者の１週間の所定労働時間が５

時間以上であるものに限る）における 1週間

の所定労働時間の合計が 20時間以上 

 

◆高年齢被保険者の特例の申出 

高年齢被保険者の特例の申出は、当該申出

を行う者の氏名、性別、住所または居所および

生年月日、当該申出に係る事業所の名称およ

び所在地、当該申出に係る適用事業における１

週間の所定労働時間などを記載した届書に労

働契約に係る契約書、労働者名簿、賃金台帳

等を添えて、管轄公共職業安定所の長に提出

することによって行うものとされています。 

公共職業安定所は申出の内容を確認し、本

人および各事業所に通知します。なお、資格取

得の場合は申出の日に被保険者の資格を取得

します。 

 

◆事業主の留意点 

事業主は、高年齢被保険者の特例の申出を

行おうとする者から当該申出を行うために必要

な証明を求められたときは、速やかに証明しな

ければなりません。また、事業主は、労働者が申
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出をしたことを理由として、労働者に対して解雇

その他の不利益な取扱いをしてはなりません。 

 

 

テレワーク定着についての課題は？ 

～令和３年版「労働経済白書」より 

 

◆テレワークの今 

2020 年初頭から全世界で猛威を振るい、日

常生活に多大な影響を与えている新型コロナウ

イルス感染症ですが、2020 年４月には、感染拡

大地域を対象に初めて緊急事態宣言が出され、

これをきっかけとして、多くの企業でテレワークが

導入されました。 

テレワークを日常的に行っていた企業では大

きな混乱はなかったものと思われますが、付け

焼き刃の整備で始めた企業では、現在の感染

拡大の最中においても、テレワークをやめて出

社勤務が主となっているところも少なくないようで

す。 

 

◆導入した企業の継続割合 

厚生労働省が公表した「令和３年版 労働経

済の分析」（労働経済白書）では、「新型コロナウ

イルス感染症の拡大による雇用・労働への影響」

として「テレワークを活用して働いた労働者につ

いての分析」が示されています。 

そこでは、2020 年４、５月には企業のテレワー

ク実施割合は５割を超えていたものの、同年末

には３割程度に減少しており、特に 2020 年２～

５月に初めてテレワークを活用した企業では、感

染拡大前からテレワークを実施していた企業よ

りも継続割合が低いことが指摘されています

（2021 年２月時点の継続状況：感染拡大前から

活用経験がある企業 90.4％、2020年２～５月に

初めて活用した企業 71.7％）。 

 

◆定着に向けた課題 

テレワークの運用・実施状況別にみた企業の

課題としては、「出社時と比べて、職場の人との

コミュニケーションが取りづらい」（73.8％）、「業

務の性質上、テレワーク可能な業務を切り出す

ことが 難しい」（49.3％）、「個人の業務の進捗

や達成度の把握が難しい」（55.7％）、「社員が

テレワークするための環境整備が難しい（使用Ｐ

Ｃの台数確保や、テレワーク回線、セキュリティ

の問題等）」（41.6％）などが挙げられますが、運

用状況別にみると、「うまく運用できていない」企

業においてこれらを課題として挙げる割合が高

いことが指摘されています。 

 

◆会社ごとの課題に応じた模索が必要 

労働経済白書では、「テレワークの活用経験

がある企業や労働者の割合が比較的低い業種

でも、テレワーク継続率が高い場合があることを

踏まえると、業務の性質にかかわらず、テレワー

ク定着の可能性があることがうかがえる」とも分

析されています。「うちの業種ではテレワークは

できない」と決めつけずに、自社での最適で有用

な手段を模索していくことで、労使双方により良

い効果をもたらすことができるでしょう。 

 

【参考】厚生労働省「令和３年版 労働経済の分

析」 

https://www.mhlw.go.jp/stf/wp/hakusyo/ro

udou/20/20-1.html 

 

 

失業「1 年以上」が 74 万人―失業者全体

の３割超～総務省労働力調査 

 

総務省が８月 10 日に発表した労働力調査

（詳細集計）で、2021年４月～６月の失業者 233

万人のうち、仕事につけない期間が１年以上に

及ぶ人が 74 万人と、３割以上を占めていること

がわかりました。新型コロナ禍で経済活動の抑

制が続いていることが最大の要因とみられます。

以下、調査結果の概要をみていきましょう。 

 

◆正規、非正規の職員・従業員数と「非正規」の

理由 

役員を除く雇用者 5,615 万人のうち、正規の

職員・従業員は 3,557 万人、非正規の職員・従

業員は 2,058 万人で、非正規の職員・従業員に

ついては四半期別で６期ぶりの増加となりました。

非正規の職員・従業員について、現職の雇用形
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態についた主な理由を男女別にみると、男女と

もに「自分の都合のよい時間に働きたいから」が

最も多く、男性は 181 万人と前年同期に比べ４

万人の増加、女性は 469万人と 64万人の増加

となっています。一方、「正規の職員・従業員の

仕事がないから」と消極的な理由を回答した男

性は 104万人と３万人の減少、女性では 111万

人と４万人の減少でした。 

 

◆失業者数と仕事につけない理由 

失業者は 233 万人と、前年同期に比べ 19 万

人増加しています。失業期間別にみると、失業

期間が「３か月未満」の者は 95 万人と２万人の

増加、「１年以上」の者は 74万人と 19万人の増

加となりました。失業者全体を仕事につけない理

由別にみると、「希望する種類・内容の仕事がな

い」とした者が最も多い 78 万人と 12 万人の増

加で、「求人の年齢と自分の年齢とがあわない」

が 26 万人、「勤務時間・休日などが希望とあわ

ない」が 22 万人でした。また、「条件にこだわら

ないが仕事がない」とした者も 16 万人と、２万人

の増加となっています。 

 

◆前職の離職理由 

失業者 233 万人のうち、離職した失業者は

158 万人と前年同期に比べ 19 万人の増加とな

りました。これを前職の離職理由別にみると、 

｢定年又は雇用契約の満了のため」とした者が

28万人、 ｢家事・通学・健康上の理由のため」と

した者が 25 万人でしたが、「会社倒産・事業所

閉鎖のため」が 13 万人、「人員整理・勧奨退職

のため」が 15 万人、「事業不振や先行き不安の

ため」が８万人と、会社の業績悪化や倒産が原

因とうかがわせる離職も増加傾向が続いていま

す。 

 

 コロナ禍の先行きが見通せない中、我慢の続

く企業も多いと思います。ただ一方で、業績が好

調または回復基調にある企業にとっては、積極

的に人材を採用できる機会といえるかもしれま

せん。 

 

【参考】総務省「労働力調査（詳細集計）2021 年

（令和３年）４～６月期平均」PDF 

https://www.stat.go.jp/data/roudou/sokuho

u/4hanki/dt/pdf/gaiyou.pdf 

 

 

9 月の税務と労務の手続提出期限 

［提出先・納付先］ 

 

10 日 

○ 源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納

付［郵便局または銀行］ 

○ 雇用保険被保険者資格取得届の提出＜前

月以降に採用した労働者がいる場合＞ 

［公共職業安定所］ 

 

31 日 

○ 個人事業税の納付＜第１期分＞［郵便局ま

たは銀行］ 

○ 個人の道府県民税・市町村民税の納付＜

第２期分＞［郵便局または銀行］ 

○ 健保・厚年保険料の納付［郵便局または銀

行］ 

○ 健康保険印紙受払等報告書の提出［年金

事務所］ 

○ 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用

状況報告書の提出 

［公共職業安定所］ 

○ 外国人雇用状況の届出（雇用保険の被保

険者でない場合）＜雇入れ・離職の翌月末

日＞ 

［公共職業安定所］ 

 

 

 


